
 
 

東京圏 国家戦略特別区域 区域計画（案） 

 

平 成 2 7 年 1 0 月 1 4 日 

東京圏国家戦略特別区域会議 

 

２ 法第２条第２項に規定する特定事業の名称及び内容 

（４）名称：保険外併用療養に関する特例 関連事業 

内容：保険外併用療養に関する特例 

（国家戦略特別区域法第 26 条に規定する政令等規制事業） 

以下に掲げる医療機関が、米国、英国、フランス、ドイツ、カナダ若しくは

オーストラリアにおいて承認を受けている医薬品等であって、日本において

は未承認の医薬品等又は日本において適応外の医薬品等を用いる技術すべて

を対象として、保険外併用療養に関する特例を活用し、迅速に先進医療を提

供できるようにする。 

 

⑦ 公立大学法人横浜市立大学附属病院（神奈川県横浜市） 

（例） TFS（Tissue Fixation System）を用いた腹圧性尿失禁の治療など  

 

（９）名称：国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業 

内容：旅館業法の特例 

（国家戦略特別区域法第 13 条に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設

経営事業） 

国家戦略特別区域法第 13 条第１項に規定する特定認定を受けた者が、次に

掲げる地域において、海外からの観光客やＭＩＣＥへのビジネス客等の滞在に

適した施設に係る外国人滞在施設経営事業を行う。 

 

① 東京都大田区の別図１の区域 

【平成 28 年１月から実施予定】 

 

（10）名称：国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業 

内容：創業人材の受入れに係る出入国管理及び難民認定法の特例 

（国家戦略特別区域法第 16 条の４に規定する国家戦略特別区域外国人創業

活動促進事業） 

東京都が、創業活動に係る事業の計画が適正かつ確実であること等の確認

を行うこと等により、創業外国人上陸審査基準を満たす外国人の上陸を可能

とし、東京都内における外国人による創業活動を促進する。【平成 28 年１月

から実施予定】 
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